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本特集は，産業報国会に関する新しい研究成果を発信するために企画された。とはいえ，なぜい

ま戦時期の産業報国会を研究するのかについては，若干の説明が必要であろう。そこで，先行研究

をふまえ，産業報国会の研究が有する可能性について議論を提起することで，「特集にあたって」

にかえたい。

産業報国会とは，1938年に「産業報国連盟」の発足をもってスタートした産業報国運動のもと，

全国の企業・事業所単位で会社役員・職員・労働者の全員加盟組織としてつくられた組織である。

これにより，労働組合など既存の労働組織は解散して産業報国会に再編されていき，1940年の大

日本産業報国会の創立を経て，1941年には８万５千以上の団体に547万人が参加し，ほぼ全国の

工場・事業場を網羅するものとなっていた。そして，1945年８月の敗戦を経て，労働組合に再編

成されていったのである。

大原社会問題研究所編『日本労働年鑑（特集版）太平洋戦争下の労働者状態』労働旬報社，

1965年は，大日本産業報国会の結成について，「それは五五〇万の労働者を組織したが，労働組合

とは似ても［似］つかぬものであり，内務省および厚生省が支配する膨大な戦時動員と抑圧の官僚

機構であった」とし，「産報は，労働者を強制的に軍需生産へかりたて，資本家には無制限の搾取

を保証する奴隷的労働の組織であった」と評価している。この説は一般に流布しているものの，時

代の制約を強く受けており，今日的には学術的な議論に耐えうるものではない。

実際，産業報国会が存在したのは10年にも満たなかったが，研究蓄積は多い。まずわれわれが

検討したのは，表１（次ページ）の主要研究であった。従来，否定的にとらえられていたこの組織

について，大河内一男は，事業所ごとに全員加入の従業員組織がつくられ，例外なく全国的にその

網の目が張りめぐらされた事実を重要視し，戦後の企業別組合との接続を示唆した（１）。以後，戦

後の企業別組合との連続／断絶の諸相が産業報国会をめぐる１つの重要な論点となり，研究が蓄積

された。

その一つの到達点は，佐口和郎『日本における産業民主主義の前提――労使懇談制度から産業報

国会へ』（東京大学出版会，1991年）であろう。ここでは，産報政策の展開過程が「勤労」イデオ

ロギーを軸に分析される。産報政策には，総力戦を遂行する上で労働者の自発的協力を調達しなけ

ればならないという目的のもと，日々の労働に国家への奉仕＝「勤労」という半ば公的な性格を持

たせ，それへの労働者の能動的なかかわりを促すという意図があった。さらに，再編産報のイデオ

ロギーは生活給原則と不可分となり，労働者は「勤労」をなす限りにおいて他と差別されない国

民＝「勤労者」として認められ，生活の恒常性を保障される存在として位置づけられることになっ
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た。それは，「家族手当」として具現化し，労働者自身にも一定のリアリティをもって受け入れら

れたとする。われわれの研究の出発点はここにある。

ただし，この研究は，政策から抽出したイデオロギーを軸に論じられ，それが労働者にどう受け

入れられたのかという点については，若干の事例を傍証としているに過ぎない。これに対し，近年

では産業報国会の活動をとおして労働者の日常がどのように調整・再編されたかという問題領域の

解明が進みつつある。具体的には，産業報国運動の生活統制や「勤労文化」に着目する研究が進ん

でいる（２）。こうした新しい研究動向を踏まえ，われわれは産業報国会の研究に新たな可能性を見

出し，共同研究をスタートさせた。参加者は，金子良事，枡田大知彦，平山勉，横関至で，いずれ

も大原社会問題研究所の兼任研究員であり，「社会問題史研究会」のメンバーであった。

そもそも，大原社会問題研究所「社会問題史研究会」は，研究所所蔵資料の収集・整理・分析を

行うとともに，復刻事業等を担う研究組織であり，「協調会研究会」を改組して2011年に発足した。

協調会資料の整理・公開を終え，次に取り組むべき未整理資料群を整理する中，われわれが着目し

たのは桜林誠氏より寄贈された資料の存在であった。桜林誠氏は，産業報国会に関する資料収集を

精力的に進めた研究者の一人である。その成果は，「大日本産業報国会関係資料目録」『上智経済論

集』17-１・２，1970年，「産業報国運動関係資料目録」『上智経済論集』18-１・２，1971年とし

て発表されており，産業報国会研究に必要な文献リストとなっている。氏の収集資料の一部はマイ

クロフィルム化され，東京大学社会科学研究所等に所蔵されているものの，原本は法政大学大原社

会問題研究所に寄贈されたまま，いまだ未整理の状態であった。この整理を行い，一般に利用可能

な形を作るとともに，新たに利用可能となる資料の分析を通して，産業報国会の末端における実践

を実証的に解明し，戦時期の労働と生活がどのように再編され，戦後へとつながっていくのかとい

う課題を追求するというのが，われわれの課題設定である。いわば，産業報国会を歴史的に位置づ

けなおす試みと言えよう。

そのため，いくつかの研究可能性を指摘しておきたい。まず，①協調会と産業報国会についてで

ある。労資協調を目的に1919年に設立された協調会が，産報への参加をめぐって分裂したことは

よく知られている。たとえば，氏原正治郎・萩原進「産業報国運動の背景」は，戦時労使関係調整

策としての産報運動に注目し，労資関係の調整をめぐって分裂した協調会の改組に注目している（３）。

実際，協調会の３人の常務理事のうち蒲生俊文と町田辰次郎が産報に移り，蒲生俊文は労務局安全

部長として安全運動の責任者となったのち，戦争遂行のための安全運動を推進していく（４）。また，

横関至はこの蒲生を囲む会（1943年11月19日）の参加者に，鈴木文治，松岡駒吉，河野密といっ

た労働運動指導者が含まれていた点に着目している（５）。こうした実態を丁寧に確認していくこと
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によって，産業報国会の活動を実証的に捉えなおすことが研究史上必要であり，それは，協調会を

理解するうえでも重要な示唆を与えるであろう。

次に，②労働科学研究所の活動についてである。産業報国会の研究が進展しているとはいえ，そ

の多くは中央本部の活動に限定した議論である。しかし，産業報国会の活動は，様々な下部組織に

よって支えられていた。例えば，労働科学研究所もその一つであり，下部組織として積極的な活動

を展開した。こうした下部組織の動向を通して産業報国会の活動をより実証的に解明し，戦時とい

う非常事態における労働と生活の変容という観点から，産業報国会の新たな意義づけを試みること

が必要であろう。

また，③ドイツ労働戦線との比較検討は，この共同研究の重要な課題である。大原社会問題研究

所の研究員であった森戸辰男が『独逸労働戦線と産業報国運動』（1941年）において指摘している

ように，太平洋戦争という「緊急事態」に際して，当時ドイツが第二次世界大戦を有利に進めてい

た重要な要因としてドイツ労働戦線（DAF）をとらえ，そのあり方を参考に産業報国会が形づくら

れた可能性がある。とはいえ，直接的にそれを検証した実証研究は見当たらない。ドイツ労働運動

史の専門家との共同研究は，戦時期日本の特徴を描出することを可能とするであろう。

以下，この特集で取り上げる論文は，われわれの共同研究の中間報告である。ドイツ労働戦線を

めぐる議論や戦時経済史研究，産業報国会以前の労働運動などに焦点を当てており，その意味では，

産業報国会そのものの解明には至っていない。しかしながら，産業報国会に関する従来の研究が，

その組織が果たした機能に関心を集中させてきたのに対し，戦争という非常事態に際し，この組織

の活動を通して労働者の日常がどのように再編されたかを実証的に考察することにつながる作業だ

と考えている。今後，産業報国会をめぐる研究を展開していくためにも，戦時期の労働と生活をめ

ぐる議論が活性化することを願ってやまない。

【付記】本特集は，科学研究費補助金（基盤研究（C）「戦時期の労働と生活に関する基礎的研究」）による研究成果

の一部である。

（榎　一江）
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